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【
教
育
文
化
貢
献
賞
】

令和２年度 余市町表彰式・叙勲者賀状贈呈式挙行

７月１日開町記念日

　令和２年度の余市町功労者及び貢献賞の各受賞者が決定しました。
　受賞者は、多年に亘り郷土の発展に尽くされた方々の中から、余市町表彰審議委員会の
厳正な審議の結果、決定されました。本年度は、功労者５名、教育文化貢献賞１名、社会
貢献賞２名、産業貢献賞２名の方々がその栄誉に輝かれました。
　７月１日の「開町記念日」に中央公民館において、各受賞者の表彰式と併せて、令和元
年秋の叙勲２名、令和２年春の叙勲１名、第３３回危険業務従事者叙勲１名、第３４回危
険業務従事者叙勲１名に対する賀状贈呈式を行います。

【
社
会
貢
献
賞
】

　多年に亘り本町
自治振興に尽力さ
れ町勢の進展に寄
与されました。

元 余市町議会議員
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　多年に亘り本町
教育文化の発展に
尽力され町勢の進
展に寄与されまし
た。

現 日本詩吟学院岳風会
　 余市支部長
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　多年に亘り本町
地域防犯に尽力さ
れ町勢の進展に寄
与されました。

元 余市町防犯協会
　 会長
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　多年に亘り本町
社会福祉の増進に
尽力され町勢の進
展に寄与されまし
た。

元 民生委員・児童委員
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　多年に亘り本町
教育文化の発展に
貢献されました。

現 余市芸能文化研究会　 
　   会長
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　多年に亘り本町
地域農業の振興発
展に尽力され町勢
の進展に寄与され
ました。
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元 余市町農業委員
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【
社
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献
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】

　多年に亘り本町
社会福祉の増進に
貢献されました。

元 民生委員・児童委員
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　多年に亘り本町
社会福祉の増進に
貢献されました。
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元 北後志消防組合
　 余市消防団分団長

　多年に亘り国家
防衛業務を通じ国
勢の強化に尽力さ
れた功績により瑞
宝双光章を受章さ
れました。
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叙

勲

者

　多年に亘り教育
業務を通じ国勢の
強化に尽力された
功績により瑞宝小
綬章を受章されま
した。
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　多年に亘り教育
業務を通じ国勢の
強化に尽力された
功績により瑞宝双
光章を受章されま
した。
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　多年に亘り教育
業務を通じ国勢の
強化に尽力された
功績により瑞宝双
光章を受章されま
した。
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　多年に亘り本町
地域経済の振興に
貢献されました。
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元 余市観光協会
　 副会長

　多年に亘り消防
業務を通じ国勢の
強化に尽力された
功績により瑞宝双
光章を受章されま
した。

　

 

櫻さ
く
ら
い井　

豊
ゆ
た
か　

氏港町
176
番
地

昭
和
30
年
4
月
19
日
生

　多年に亘り本町
地域経済の振興に
貢献されました。
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現 余市商工会議所
　 副会頭
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浜中・モイレ海水浴場の開設中止について

　例年、７月中旬頃から開設しております浜中・モイレ海水浴場ですが、本年度は、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により、利用される皆様の安全の確保が困難なことから、開設を中止することといたしました。
　ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。※駐車場の開設、トイレ・ゴミ箱の設置はしておりません。

　新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態のもと、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う
ため「余市町特別定額給付金」を支給しています。

・給付対象者：令和２年４月２７日（基準日）において余市町の住民基本台帳に記録されている方
・申請・受給者：世帯の世帯主とする（申請していただく方）
・給付額：１人につき１０万円

申請期限　８月７日（金）まで（郵送の場合は、８月７日消印まで有効）
申請期限を過ぎてからの申請は受けられませんので、申請期間中の申請をお願いします。

・余市町や国等が、現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすることは絶対にありません。
・余市町や国等が、｢特別定額給付金」の給付のために手数料の振込をお願いすることは絶対にあり  
  ません。
・申請の手続き前に役場や国等が銀行の口座番号等の個人情報を電話や郵便、メール等で問合せをす
  ることは絶対にありません。
・メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。

余市町特別定額給付金の申請をお忘れではありませんか

　問合せ　福祉課　福祉グループ　☎２１－２１２０　　　

　問合せ　商工観光課　観光グループ　☎２１－２１２５　　　

【詐欺被害にご注意ください】

　子育て世帯への臨時特別給付金について、公務員の方は所属庁（勤務先）から申請書が配布され、お住まい
の市町村に提出することとなっております。対象となっているかご確認のうえ、忘れずに提出をお願いします。
・対象の方　平成１６年４月２日から令和２年３月３１日までに生まれたお子様がおり、令和２年３月３１日
　　　　　  時点で住民票が余市町にある方
※申請書の配布については、役場では行っておりません。お手元にない場合は所属庁（勤務先）へご確認くだ
さい。
　なお、令和２年７月３日までに申請いただいた方については、令和２年７月２２日に指定の口座へお振込み
いたします。　　　　　

【ご確認ください】子育て世帯への臨時特別給付金（公務員向け）について

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進グループ　 ☎２１－２１２２

　町では、町民の皆さんに「新型コロナウイルス」をはじめ、「休日当番医」、「公共施設」、「防災」、「教育」
など様々な情報をお知らせするため、余市町ＬＩＮＥ公式アカウント（個人による書き込みはできません。）
を開設いたしました。ぜひお友だちになってください。

・友だち追加方法（ご利用方法）
〇ＩＤ検索から登録
　１．ＬＩＮＥの友だち追加画面で「検索」をクリック
　２．ＩＤ検索画面で、「＠ yoichi_town」を入力
　３．「余市町」を友だち追加
〇２次元コードから登録
　１．右の２次元コードを読み取る
　２．「余市町」を友だち追加 ▲余市町ＬＩＮＥの２次元コード

余市町ＬＩＮＥ公式アカウント開設のお知らせ

　問合せ　地域協働推進課　広報広聴グループ　☎２１ー２１４２　　　



この試験は、後志町村職員の「一般事務職」の採用資格試験です。

受験資格　初級試験：平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者

　　　　　上級試験：平成 ５年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者

試験方法　初級試験：教養試験（高校卒業程度）および作文試験

　　　　　上級試験：教養試験（大学卒業程度）および論文試験

試験日時　令和２年９月２０日（日）（午前８時３０分までに着席）

試験会場　ホテル第一会館（倶知安町南３条西２丁目）

受付期間　７月１日（水）から８月 3日（月）まで

　　　　　（※郵送の場合は８月 3日までの消印のあるものに限り受け付けます。）

　申込書の請求・提出・問合せ　総務課 人事厚生グループ　  ☎２１－２１１１
　　　　　　　　　　　　　　　後志町村会 　　　　　 　　☎０１３６－２２－０２１６
　　　　　　　　　　　　　　　  　（〒 044-8588　倶知安町北１条東２丁目 後志合同庁舎内）
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令和３年度後志町村職員採用資格試験のご案内

受験資格　昭和６１年４月２日以降に生まれた方でかつ、次の要件のいずれかに該当する方
　　　　　１．学校教育法による大学、短期大学、専門学校及び高等学校を卒業若しくは令和３年３月まで 
　　　　　　　に卒業見込み（高等学校を除く）の方で、建築に関する学科を専攻・履修した方
　　　　　　　 （２級建築士の受験資格を有する方、又は受験資格取得見込みの方）
          ２．建築士の資格２級以上を有する方
試験方法　論文（作文）試験・面接試験
試験日時　令和２年７月２６日（日）予定　※詳細については、後日連絡します。
試験会場　余市町役場
受付期間　７月１日（水）から７月１７日（金）まで（※郵送の場合は７月１７日（金）必着）
　　　　　町のホームページに募集要領を掲載しています。

令和３年度　余市町職員（建築技師）採用試験のご案内

　申込み・問合せ　総務課 人事厚生グループ　 ☎２１―２１１１

　問合せ　総務課　文書法制グループ　☎２１－２１１１

１．余市町情報公開条例の運用状況
　　　◎公開請求は２件あり、その内訳は次のとおりです。

番号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求内容 決定内容
1 ①平成３０年度いじめ把握のためのアンケート調査票１－１（６月実施）

②平成３０年度いじめ把握のためのアンケート調査票１－１（１１月実施）
③平成３０年度いじめ把握のためのアンケート調査結果 (６月 )と考察
④児童の動向
⑤１２月１６日付児童にかかる報告書

部分公開
公　　開
部分公開
部分公開
部分公開

2 ①放課後児童クラブ活動日誌 (５月９日 ,１０日 ,１３日 ,１４日 ) 公　　開

　　◎決定内容に対する不服申立ては、ありませんでした。
２．余市町個人情報保護条例の運用状況　
　　◎開示請求は、ありませんでした。
　　◎自己に関する個人情報の訂正請求、是正及び苦情の申出はありませんでした。
　　◎不服申立ては、ありませんでした。
３．審査会の開催状況
　　◎審査会の開催は、ありませんでした。

令和２年度　余市町情報公開条例・余市町個人情報保護条例の運用状況について公表します
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主な歳出の補正内容（８号）

補正予算の状況（８号）
　令和元年度一般会計補正予算（第８号）では、寄附に伴う各基金への積立金や今後見込まれる財政需要
に備えるための基金への積立金、各種事業費確定見込みによる減額、各特別会計等の決算確定見込みに伴
う繰出金等の精算による補正計上など８, １８５万を減額し、補正後の予算は９１億９, ４１４万５千円
となりました。

　令和２年余市町議会第２回臨時会において承認されました令和元年度一般会計補正予算 (第８号 )の概要
をお知らせします。

　問合せ　財政課 財政グループ　☎２１―２１１４

令和元年度一般会計補正予算（第８号）

令和２年度一般会計補正予算 ( 第１～３号 ) の概要について

●寄附に伴う各基金への積立金	 ７６７万円

	（社会福祉施設等建設、ふるさと応援寄附金、図書整備）

●減債基金積立金	 ３,０００万円

●国民健康保険特別会計繰出金	 ６９万４千円

●水道事業会計負担金	 ４６６万円

　令和２年余市町議会第２回臨時会において承認・可決されました令和２年度一般会計補正予算(第１～３号)

の概要をお知らせします。

　
補正予算の状況（１号）
　令和２年度一般会計補正予算（第１号）では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、休業要
請に協力していただいた事業者への支援を目的とした感染症拡大防止対策支援助成金とそれに係る事務費
の補正計上として、１,６０６万２千円を増額し、補正後の予算は８６億７,６０６万２千円となりました。

補正予算の状況（２号）
　令和２年度一般会計補正予算（第２号）では、国の補正予算成立を受けて、新型コロナウイルス感染症
緊急経済対策として、特別定額給付金ならびに子育て世帯への臨時特別給付金の関係経費の補正計上など、
１８億７,3 ９７万４千円を増額し、補正後の予算は１０５億５,００３万６千円となりました。

補正予算の状況（３号）
　令和２年度一般会計補正予算（第 3号）では、新型コロナウイルス対策事業費として、ＰＣＲ検査体制
整備に係る補助金や、地域経済活動の回復、感染症拡大防止などを目的として実施する各種事業費の補正
計上として、１億２,３２６万８千円を増額し、補正後の予算は１０６億７,３３０万４千円となりました。

主な歳出の補正内容（１～３号）

●特別定額給付金	 １８億４,１００万円

●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援補助金

	 ５００万円

●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援助成金	

　　　　　　　　　　　　　　　　	　	４,０００万円

●子育て世帯への臨時特別給付金	 １,６７０万円

●PCR検査体制整備事業補助金	 ８８３万円

●保育所衛生環境整備工事	 ４００万円

　(空調整備設置、トイレ改修)

●水産物加工用水供給施設整備工事	 １,３００万円

●各小中学校トイレ改修工事	 ３,２６０万円

●各小中学校情報機器整備事業費	 ２,９８８万円



2020. ⑦広報よいち　７

●国民年金保険料の「納付免除・納付猶予制度」について
　「納付免除・納付猶予制度」は、収入の減少や失業など、経済的な理由で保険料を納めることが難しい場合に、支払
いを「免除」または「猶予」することができる制度です。
　この制度を利用することで、将来の老齢基礎年金や、万一の事故・病気により障害を負った場合の障害基礎年金な
どの各種年金の受給資格期間（＝年金を受け取るために必要な期間）を確保することができます。　　

老齢基礎年金
障害・遺族基礎年金

（受給資格期間への算入）受給資格期間
への算入

年金額への
反映

納付 ○ 〇 〇

全額免除 〇 〇（※ 2） 〇

一部免除（※ 1） 〇 〇（※ 2） 〇

納付猶予・学生納付特例 〇 × 〇

未納 × × ×

●将来の老齢基礎年金等への反映比較表

※ 1：一部免除の承認を受けた
　　 場合は、残りの保険料を
　　  納める必要があります。

　申請・問合せ　福祉課 福祉グループ　　　　☎２１-２１２０
　　　　　　　　小樽年金事務所 国民年金課　☎０１３４-２３-４２３６

●免除制度（全額免除・一部免除）
　本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額以下の場合に、保険料が全額免除または一部免除されます。
●納付猶予制度
　５０歳未満の方で、本人と配偶者それぞれの所得が基準額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。また、学
生納付特例と同様に、猶予された保険料は１０年以内に納めること（追納）で年金額に反映させることができます。

受付開始　７月１日（水）～令和２年７月～令和３年６月分●免除等の申請受付

※ 2：免除の承認を受けた期間
　　 および免除区分によって
　　 反映される年金額が変わ
　　 りますので、ご注意くだ
　　  さい。

国民年金からのお知らせ

国民健康保険のお知らせ

　問合せ　保険課 医療給付グループ　☎２１―２１２１

●新年度の納税通知書をお送りします
　令和２年度の納税通知書を７月 1０日に郵送します。保険税は４月から翌年３月までの加入期間で、加入者
の所得や資産などから計算され、７月から翌年２月まで８回にわけて納めていただきます。（保険税が年金か
ら天引きされる方は、年金受給月に自動的に納付となります）
　国民健康保険は、皆さんに納付いただいた保険税が支えとなっています。ご自身がケガや病気をした時のた
め、納め忘れのないようお願いします。

●保険証が新しくなります
　現在ご使用の保険証の有効期限が７月３１日をもって満了となるため、８月からはご使用いただけません。
７月下旬に新しい保険証をお送りしますので、８月になりましたら、現在ご使用のエンジ色の保険証を破棄し、
緑色の保険証をご使用ください。

●限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の申請を受け付けます
　認定証を病院等の窓口で提示すると、世帯の町・道民税の課税状況に応じて、窓口負担が一定の金額にとど
められます。８月から１年間ご使用いただく認定証の申請を、７月１日から受け付けますので、ご希望の方は
印鑑と国民健康保険証をご持参のうえ手続きしてください。
　また、現在交付を受けている方も、お持ちの認定証の有効期限が７月３１日をもって満了となるため、引き
続き８月以降もご使用いただく場合には、新たに申請が必要となります。
※国民健康保険税をすべて納めていただいている世帯が対象です。

※国民健康保険税は世帯主に納税義務があります。そのため世帯主が加入していなくても、世帯の中に加入者
がいる場合は、納税通知書は世帯主に送付されます。

　問合せ　保険課 医療給付グループ　☎２１―２１２１　介護保険グループ　☎２１－２１１９

　新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免に
ついてのご案内は、令和２年７月に送付する令和２年度の納税（納入）通知書に同封するリーフレットで
ご確認ください。



　問合せ　保険課 医療給付グループ　 ☎２１―２１２１

●限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります
　現在ご使用の認定証の有効期限が７月３１日をもって満了となるため、８月からはご使用いただけません。
　引き続き交付対象に該当する方（令和２年度の町・道民税が非課税の世帯の方）は、７月下旬に保険証に同
封してお送りしますので、８月になりましたら、現在ご使用の黄緑色の認定証を破棄し、黄色の認定証をご使
用ください。
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後期高齢者医療保険のお知らせ

●納入通知書をお送りします
　令和２年度の納入通知書を７月１０日に、加入されている皆さんに郵送します。納入方法については、後期
高齢者医療制度に加入して間もない方など、一部の方を除いて年金からの天引きとなりますが、ご自身の通知
書をご確認のうえ、納め忘れのないようお願いします。

●保険料率が変わりました
　被保険者の皆さんにお支払いいただく保険料は、２年ごとに定める保険料率をもとに決めることになってい
ます。北海道における令和２・３年度の保険料率は次の通りです。
○均等割（被保険者が等しく負担）　　　　　　（年間）　５２，０４８円（１，８４３円増）
○所得割（被保険者の所得に応じて負担）　　　（年間）　１０．９８％（０．３９％増）
○賦課限度額（１年間の保険料の上限額）　　　（年間）　６４万円（２万円増）

●保険料軽減特例が見直されました
　保険料の均等割について、これまで８割軽減となっていた方は、今年度７割軽減に見直され、これまで８．
５割軽減となっていた方は、今年度７．７５割軽減に見直されました。
　保険料を年金からの天引きで納めている方は、１０月の天引きから影響しますので、引き続きご理解とご協
力をお願いします。

●保険証が新しくなります
　現在ご使用の保険証の有効期限が７月３１日をもって満了となるため、８月からはご使用いただけません。
　７月下旬に新しい保険証をお送りしますので、８月になりましたら、現在ご使用の橙色の保険証を破棄し、   
 水色の保険証をご使用ください。

【医療機関での窓口負担の割合について】
　医療機関での窓口負担割合は「一般の方は１割」、「※現役並み所得者は３割」です。前年所得をもとに、８
月から翌年７月までの負担割合が決まります。
　※現役並み所得者って？
　　町・道民税の課税所得が１４５万円以上の被保険者とその方の同一世帯にいる被保険者の方です。
　ただし、一定の条件に当てはまる方は１割負担のままとなりますので、詳しくは保険課までお問い合わせく
　ださい。
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　令和元年１０月に消費税率が１０％に引き上げられたことに伴う社会保障の充実策として、消費税による公
費を投入し、第１号被保険者（６５才以上の方）で町民税世帯非課税（保険料所得段階：第１段階～第３段階）
の方の介護保険料が次のとおり軽減されます。
　なお、第１号被保険者の皆さんに対する令和２年度介護保険料の決定通知は、７月１０日に送付予定ですの
で、安定した介護保険事業の運営のため、納付について引き続きご理解とご協力をお願いします。

保険料所得段階 対        象       者 割　合 年額保険料

第 １ 段 階

　・生活保護受給者

　・老齢福祉年金受給者で町民税世帯非課税

　・町民税世帯非課税でその他合計所得金額＋

　　課税年金収入額が 80 万円以下の方

【軽減前】基準額×0.345
↓

【軽減後】基準額× 0.27

【軽減前】23,900 円
↓

【軽減後】18,700 円

第 ２ 段 階
町
民
税
世
帯
非
課
税

　第１段階対象者以外で、その他合計所得金額＋

　課税年金収入額が 120 万円以下の方

【軽減前】基準額×0.535
↓

【軽減後】基準額× 0.41

【軽減前】37,100 円
↓

【軽減後】28,400 円

第 ３ 段 階
　第 1段階対象者以外で、その他合計所得金額＋

　課税年金収入額が 120 万円を超える方

【軽減前】基準額×0.735
↓

【軽減後】基準額× 0.71

【軽減前】51,000 円
↓

【軽減後】49,300 円

第 ４ 段 階 課
税
世
帯

町

民

税

　本人が町民税非課税でその他合計所得金額＋
　課税年金収入額が 80 万円以下の方 基準額× 0.97 67,300 円

第 ５ 段 階 　本人が町民税非課税でその他合計所得金額＋
　課税年金収入額が 80 万円を超える方 基準額× 1.00 69,400 円

第 ６ 段 階
町
民
税
本
人
課
税

　合計所得金額が 125 万円未満の方 基準額× 1.24 86,100 円

第 ７ 段 階 　合計所得金額が 125 万円以上 200 万円未満の方 基準額× 1.39 96,500 円

第 ８ 段 階 　合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満の方 基準額× 1.68 　　116,600 円

第 ９ 段 階 　合計所得金額が 300 万円以上 400 万円未満の方 基準額× 1.82 　　126,400 円

第１０段階 　合計所得金額が 400 万円以上の方 基準額× 1.90 　　131,900 円

≪令和２年度の介護保険料≫

※第１段階～第５段階の「対象者」欄中、その他合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した金額です。
※基準額は、「基準月額 5,788 円× 12 か月」です。
　問合せ　保険課 介護保険グループ　☎２１―２１１９

介護保険料が軽減されます

① ３歳未満の子は、世帯の町道民税の区分にかかわらず非課税世帯の区分にて助成します。
② ひとり親家庭等の親は、入院および訪問看護のみ適用となります。
③ 訪問看護は助成区分に関係なく１割負担となります。
④ 受給者証は、道内すべての医療機関でご使用いただけます。受給者証を提示せず受診した時は、申請すると差額分
　 が助成されますので、領収書・健康保険証・受給者証・印鑑・通帳（口座情報のわかるもの）をご持参のうえ申請
　 してください。

 ■各医療費助成内容（受給者の医療機関窓口での負担割合です）

助成区分
町・道民税が非課税の世帯

受給者証に『○初』と印字しています
町・道民税が課税の世帯

受給者証に『○課』と印字しています

各医療費
助成共通

医科の場合：初診料 580 円を窓口で負担

歯科の場合：初診料 510 円を窓口で負担

柔整の場合：初診料 270 円を窓口で負担

（柔整の初診料については、重度・ひとり親医療費助成のみ）

窓口１割負担

■１か月の自己負担額■

入院 +外来　57,600 円

外来のみ　　18,000 円

　問合せ　保険課 医療給付グループ　☎２１―２１２１

●北海道医療給付助成事業の受給者の皆さんへ
　重度心身障がい者、ひとり親家庭等、乳幼児等の各医療費助成を受給している方がお持ちの受給者証の有効
期限が７月末となっています。８月から使用いただく受給者証を７月下旬に郵送しますのでお知らせします。
 なお、助成区分は令和２年度の世帯の町・道民税の区分で決定されます。受給者の方で所得申告をされてい
ない方は、至急手続きをお願いします。　

医療費助成のお知らせ
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　本町では、第８期余市町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）の策定に向け
た準備を進めています。
　この第８期計画の基礎資料とするため、在宅で生活されており「要介護（支援）認定」を受けられている皆
様の日頃の生活状況等について把握させていただく「在宅介護実態調査」を現在実施中です。
　対象となる方には、すでに調査票を郵送しています。
　この調査は、今後における本町の高齢者保健福祉及び介護保険事業の方向性を決めるための大切な調査です
ので、まだ回答されていない方はぜひご協力をお願いします。

・調査対象者　　令和２年６月１日現在において、在宅で生活する余市町介護保険第 1 号被保険者（６５歳以
　　　　　　　 上の方）で、要介護（支援）認定を受けている方
・回答期限　　  令和２年 7月１０日
・調査方法　　  郵送による調査
　　　　　　　　※記入していただいた調査票は、同封の返信用封筒で郵送してください。（切手代はかかりません。）
　問合せ　介護保険グループ　☎２１－２１１９

「在宅介護実態調査」にご協力ください !!

　例年５月に実施しております、狂犬病予防集合注射につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため延期させていただいており、集合注射をご利用予定されていた飼い主の皆様には、大変ご迷惑おかけいた
しますが、ご理解とご協力をお願いします。
　集合注射の実施期間は未定であるため、その間、狂犬病予防注射は動物病院で受けていただきますよう、よ
ろしくお願いします。なお、動物病院へ注射を受けに行かれる際には、混雑防止のため事前に動物病院にお問
い合わせください。

狂犬病予防注射のお知らせ

　問合せ　環境対策課 環境衛生グループ　 ☎２１―２１１８

　問合せ　環境対策課 廃棄物対策グループ　 ☎２１―２１１８

　　ゴミステーションに排出されたゴミや資源物のうち、特にプラスチック製容器包装類について、適切な分別
　がされていないために回収できないケースが増えています。

①プラスチック製容器包装類の中に生ゴミが混入している。

　⇒生ゴミは燃やすゴミ（有料）で排出願います。
②プラスチック製容器包装類の中に、汚れたものや　　マークがついていないものが混入している。

　⇒汚れたものや　　マークがついていないものは、燃やさないゴミ（有料）で排出願います。
③プラスチック製容器包装類を透明あるいは半透明の袋で排出していない。

　⇒色付きの袋で出されると中が確認できませんので、必ず透明か半透明の袋で排出願います。

　悪質な不適正排出は、不法投棄として法律により厳しく罰せられます（５年以下の懲役、
１,０００万円以下の罰金）。今一度、適切な分別ができているかご確認をお願いします。

　なお、排出ルール・詳しい分別については町発行の冊子、『家庭ごみの「分け方・出し方」』
を今一度ご確認願います。

（町のホームページにも掲載しております。）
　また、資源物のステーションは、資源物の回収曜日が記された看板が設置されております。
　看板のないゴミステーションでは、資源物を回収しませんのでご注意願います。

　　分別が不十分のため、不適正と判断されて残された袋には、回収できない理由が書かれたシールが貼られています。
　　

残されたゴミで地域の方が、大変迷惑しています！

　自分の出した袋が残された場合には、一度持ち帰って正しく分別し直したうえで、次回収集日に再度排出
してください。

資源物の分け方 ・出し方のマナ－を守りましょう



　個人で自宅をリフォームしたり、木造の物置等をご自分で解体するなどして発生した木材等の建築廃材を一
般廃棄物としてクリーンセンターへ搬入する場合は、次の点にご注意ください。

 ・搬入できるのはあくまでも自己解体によるものであり、業者に依頼したものは産業廃棄物となるため搬入
 　できません。産業廃棄物との区別をするため、現地での作業状況等を確認させていただきますので、搬入
 　する前に必ず環境対策課まで連絡願います。
 ・クリーンセンターへの搬入は町内在住のご本人か、「余市町一般廃棄物収集運搬許可業者」でなければな
 　りません。それ以外の方が搬入することは、廃棄物処理法違反になる場合があります。
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　町では、ごみや資源物をステーションまで出すことが困難で他の者の協力を得られることが出来ない世帯に
ついて、ごみの戸別収集を行っています。

【対象となる世帯は】
　　以下の条件を満たす独居世帯、または居住者全員が以下の条件を満たす世帯
（１）　介護保険法制度による要支援１から要介護５に該当する方
（２）　身体障がい者手帳の交付を受け、障がい程度が１級から３級に該当する方
（３）　療育手帳の交付を受け、知的障がいの程度がＡ判定に該当する方
（４）　精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が１級に該当する方
（５）　その他、上記に準ずる理由により、自らがごみステーションまでごみを搬出する
　　　　ことが困難であると認められる方

【申込みから収集までの流れ】
　　申込み・・・申請書または電話で申込みします。ご本人でなくても親族、介護担当者や民生委員など
　　　　　　　　からの申込みでも受付します。
　　　　　　　　　　　　　↓
　　自宅を訪問・・・職員がご自宅を訪問し、申込世帯の状況やご本人のお体の状態などを、親族、介護
　　　　　　　　　　担当者、民生委員等にも同席いただいて確認します。
　　　　　　　　　　　　　↓
　　結果のお知らせ・・・ふれあい収集の決定については後日お知らせします。
　　　　　　　　　　　　　↓　　　　　　　　
　　収集方法・・・町が指定した曜日に週１回、委託業者が訪問します。
　　　　　　　　　燃やすごみ、燃やさないごみ、資源物に分別されたものを、玄関先で収集し、安否確認
　　　　　　　　　の声かけをします。

　問合せ　環境対策課 廃棄物対策グループ　 ☎２１―２１１８

　問合せ　環境対策課 廃棄物対策グループ　 ☎２１―２１１８

余市町ふれあい収集のごあんない

建築廃材等のクリーンセンターへの持ち込みについて

　問合せ　北後志衛生施設組合　☎２２―４４８９

　令和２年４月号町広報ですでにお知らせしていますが、７月１日から「し尿」収集料金が１ℓ あたり６円
８２銭から７円７０銭に改定されます。
　これからも安定した「し尿」収集運搬を続けていくために、「し尿」収集を利用されている皆様のご理解と
ご協力をよろしくお願いします。

「し尿」 収集料金改定のお知らせ
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５月２２日～６月２２日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：４３ｎＧｙ /ｈ、最低値：３７ｎＧｙ /ｈ、平均値：３９ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率

  新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には、危
険な場所にいる人は避難することが原則です。
　この度、避難の際に知っておくべき５つのポイントをまとめまし
たので、ハザードマップ等と併せて平常時から確認してください。
「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりま
しょう。

知っておくべき５つのポイント
・避難とは『難』を『避』けること。安全な場所にいる人まで
　避難場所に行く必要はありません。
・避難先は、小中学校・公民館等の指定避難所だけではありま
　せん。
  安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
・マスク・消毒液・体温計が不足しています。できるだけ自ら
　携行してください。
　また、感染症対策のためにスリッパ等上靴も併せて携行して
　ください。
・災害の状況により町が指定する避難場所、避難所を変更・増
　設する場合があります。災害時には、町ホームページ等で確
　認してください。
・豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。やむをえず車中
　泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認し
　てください。

新型コロナウイルス感染症禍における災害時の避難「知っておくべき５つのポイント」について

（参考：内閣府（防災担当）・消防庁　「知っておくべき５つのポイント」）

　　マイナンバーカードで、マイナポイント２５％もらえる！（２０２０年９月実施予定）

　マイナンバーを取得し、○○ペイなど民間キャッシュレス決済サービスを選択して、マイナポイントを申込
むと、一定額を前払い等した方に対して国が「マイナポイント」を付与します。
※キャッシュレスで２万円のチャージ、または買い物すると１人あたり上限５，０００円のマイナポイントがもらえます。

マイナポイントのお知らせ

　問合せ　福祉課　戸籍住民グループ　　　　 ☎２１-２１２０

　問合せ　地域協働推進課　防災グループ　　　　 ☎２１-２１４２



① 現在、町内に住所または勤務先（勤務予定でも可）のある方。
② ２人以上の家族（婚約者も含む）で入居する方。
　（定められた条件を満たしている方は、特定の住宅に限り単身入居可能）
③ 申請時と入居時に連帯保証人がいる方。（連帯保証人は原則として町内在住の方）
④ 町に納付する税金および公課金を滞納していないこと。（連帯保証人も同様）
⑤ 定められた収入基準であること。（世帯の所得月額控除後が１５万８,０００円以
　  下の方、ただし、小学校就学前の子どものいる世帯は２１万４,０００円以下）
⑥ 入居時に敷金を納入できる方。（決定家賃の２か月分）
⑦ 申込者（同居する者を含む）が暴力団員でないこと。

団   地   名 建 設 年 度 所  在  地 形 式 戸 数 備　考 ( 入居要件）
大浜中団地 昭和 62 年度 栄町 458 番地 ３LDK 　 3

共栄団地 昭和 56 年度 黒川町 17 丁目 4 番地 1 ３LDK 　 1

黒川団地 平成  ３年度 黒川町 880 番地 ２DK 　 ２ 高齢者等世帯向

美園団地Ａ棟 平成  ７年度 美園町 16 番地 ２DK 　 １ 高齢者等世帯向

美園団地Ｂ棟    平成 11 年度 美園町 20 番地２

　２LDK 　 　1 身障者世帯向

　１LDK 　 　1 高齢者等単身向

　  ２DK 　 　1 高齢者等世帯向

白樺団地 （平屋建）
   昭和 49 年度

山田町 32 番地
　 ２DK 　 　1 単身可

昭和 50 年度 ３DK 　 1

余市川団地    昭和 55 年度 山田町 108 番地 6 　 ３DK 　 　2

山田団地

昭和 53 年度
山田町 392 番地 1 ３DK 　

5

1
高齢者等単身向

昭和 54 年度 1

昭和 61 年度 山田町 393 番地 ３LDK 　 １

沢町団地 昭和 54 年度 沢町 4 丁目 50 番地 ３DK 　 2 高齢者等単身向

中町団地    昭和 59 年度 富沢町 12 丁目 22 番地 　３LDK 　     1 高齢者等単身向

梅川団地 （平屋建）

   昭和 48 年度 梅川町 372 番地 8 　  ２DK 　 　1 単身可

   昭和 51 年度  
梅川町 376 番地 3 　  ３DK 　

   10

   昭和 52 年度     8

収入基準 家　族　数　（収入例　就労者１人の場合の年収）
２　人 ３　人 ４　人 ５　人

月額 15 万 8 千円以下 3,511,999 円以下 3,995,999 円以下 4,471,999 円以下 4,947,999 円以下

 入居可能収入

※単身可と高齢者等単身向は、入居者が６０歳以上の方等で単身者の方が対象となります。
※高齢者等世帯向は、入居者と同居者がいずれも６０歳以上の方等が対象となります。
※身障者世帯向は、入居者または同居者が身体障がい者であり、かつ、肢体不自由で車いす使用者の方が対象となり
ます。
※第２希望まで申し込めます。

 募集概要　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（令和２年６月１８日現在）

　問合せ　まちづくり計画課 住宅管理グループ　☎２１―２１２４

※入居申込みは例年

４月・７月・10月の

３回受付しています。

 申込期間　　７月１日（水）～1４日（火）※先着順ではありません。

 入居資格者（以下の①～⑦をすべて満たす方が対象です）

入居決定　  ７月下旬（余市町営住宅入居者選考委員会に諮り、入居者を決定します。）
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第２回町営住宅入居申込を受付します



　町では、年に２回（上・下半期）町の財政状況を
お知らせしています。
　今回は令和２年３月末現在の予算の執行状況、財
産・町債・一時借入金の状況をお知らせします。
　なお、４月～５月末日までの２か月間は出納整理

期間として、前年度（令和元年度）の収入・支出
が可能なため、今回の執行済額が最終決算額ではな
く、最終的な予算の執行の内容は、広報１２月号に
掲載する予定です。

令和元年度  財政状況の公表について

●一般会計予算の執行状況（３月末現在）
歳　入　　　　　　　　　　（単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率
町税 17 億 4,120 17 億 6,379 101.3
地方譲与税・各種交付金 4 億 6,673 4 億 6,308 99.2
地方交付税 35 億 9,395 35 億 9,395 100.0
分担金及び負担金 5,495 5,972 108.7
使用料及び手数料 1 億 6,966 1 億 6,280 96.0
国庫支出金 11 億　644 7 億 7,201 69.8
道支出金 6 億 7,337 5 億 1,951 77.2
寄附金 1 億 7,298 1 億 7,297 99.9
繰入金 2 億 8,184 2 億 7,552 97.8
繰越金 2 億　981 2 億　981 100.0
諸収入 1 億 8,158 1 億 8,519 102.2
町債 5 億　860 0 0.0
その他 3,304 2,908 88.0

合　　計 91 億 9,415 82 億　743 89.3

歳　出　　　　　　　　　　（単位：万円・％）
区　　分 予算額 支出済額 執行率

議会費 1 億 4,608 1 億 3,784 94.4
総務費 13 億 6,988 11 億 6,625 85.1
民生費 22 億 7,684 21 億 9,323 96.3
衛生費 17 億 8,569 16 億 9,076 94.7
労働費 3,264 2,950 90.4
農林水産業費 2 億 6,284 2 億 4,425 92.9
商工費 2 億 3,424 2 億 1,515 91.9
土木費 10 億 3,444 8 億 2,038 79.3
消防費 5 億 3,348 5 億 3,348 100.0
教育費 8 億　471 5 億 5,149 68.5
公債費 7 億　923 6 億 8,861 97.1
予備費 408 0 0.0

合　　計 91 億 9,415 82 億　164 89.2

区 分 土地（千㎡） 建物（千㎡）
行 政 財 産 4,378 126
普 通 財 産 384   0

計 4,762 126

●町有財産の状況

●有価証券
株　　　　　券 2,025 万円
出　資　証　券 9,942 万円

計 1 億 1,967 万円

●基金（貯金）の残高
財政調整基金 4 億 3,714 万円
減債基金 6,293 万円
社会福祉施設等建設基金 7,771 万円
職員等退職手当負担金基金 3,036 万円
公共施設建設整備基金 9,665 万円
教育施設建設整備基金 3,643 万円
介護給付費準備基金 1 億 8,078 万円
町営住宅敷金基金 1,487 万円
ふるさと応援寄附金基金 1 億 3,991 万円
その他の基金 1 億 2,589 万円

計 　12 億　267 万円

●一時借入金　　　　　　６億円　

●町債（借金）の残高（一般会計）
　　　　　　　 　　  ６０億４, ５２４万円

●令和元年度の主な事業予算

■ 総務・民生・衛生部門
・ワインツーリズムプロジェクト実施事業
・旧町長公宅解体事業
・公衆無線 LAN 整備事業 
・食の都プロジェクト推進事業
・町営斎場建替事業
・タイヤショベル購入事業 

■ 農林・水産・商工部門
・未来につなぐ森づくり推進事業

・ダム施設等維持管理事業

・水産物供給基盤機能保全事業

・中小企業金融対策事業　

■ 土木部門
・橋りょう補修整備事業
・各公園環境整備事業
・山田団地浄化槽整備事業
・町道整備事業
・各団地環境整備事業

■ 教育部門　
・各小中学校改修整備事業
・埋蔵文化財発掘調査業務
・中央公民館改修整備事業

（年度途中の資金不足を補うための借入金であり、  決算時に 
   全額返済されます。）

1,500 万円
280 万円
396 万円

3,300 万円
1 億 7,294 万円

　1,650 万円

200 万円
420 万円

1,236 万円
　7,000 万円

5,238 万円
3,340 万円
4,000 万円
2,019 万円

705 万円
　

2,754 万円
1 億 5,219 万円

2,354 万円
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令和元年度 財政状況の公表について

● 国民健康保険特別会計（単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳　
　
　

入

国民健康保険税 4 億 3,389 4 億 3,978 101.6
一部負担金 2 0 0.0
使用料及び手数料 40 18 0.5
道支出金 21 億 2,459 18 億 3,226 86.2
繰入金 2 億　465 2 億　465 100.0
諸収入 49 311 634.7

合　　計 27 億 6,404 24 億 7,998 89.7

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳　
　

出

総務費 2,333 1,730 74.2
保険給付費 19 億 8,862 18 億 2,926 92.0
国民健康保険
事業費納付金 6 億 1,393 6 億 1,393 100.0

共同事業拠出金 1 1 100.0
保健事業費 1,615 1,090 67.5
公債費 100 1 0.0
諸支出金 200 157 78.5
予備費 100 0 0.0
前年度繰上充用金 　1 億 1,800    1 億 1,682 99.0

合　　計 27 億 6,404 25 億 8,980 93.7

●介護保険特別会計　　　（単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳　
　
　

入

保険料 4 億 2,640 4 億 4,839 105.2
使用料及び手数料 2 4 200.0
国庫支出金 5 億 8,694 5 億 9,637 101.6
支払基金交付金 5 億 9,626 5 億 6,044 94.0
道支出金 3 億 2,750 3 億 4,424 105.1
財産収入 1 1 100.0
繰入金 3 億 3,588 3 億 3,129 98.6
繰越金 6,982 6,982 100.0
諸収入 5 120 2400.0

合　　計 23 億 4,288 23 億 5,180 100.4

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳　
　

出

総務費 2,759 2,436 88.3
保険給付費 21 億 1,206 19 億 5,012 92.3
地域支援事業費 1 億 3,351 1 億 1,897 89.1
諸支出金 3,902 3,887 99.6
基金積立金 2,950 2,950 100.0
公債費 20 0 0.0
予備費 100 0 0.0

合　　計 23 億 4,288 21 億 6,182 92.3

特 別 会 計

●公共下水道特別会計　　（単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳　
　
　

入

分担金及び負担金 431 431 100.0
使用料及び手数料 2 億 6,416 2 億 5,760 97.5
国庫支出金 8,555 8,555 100.0
財産収入 10 10 100.0
繰入金 4 億 2,862 4 億 2,862 100.0
繰越金 888 2,755 310.2
諸収入 1 3 300.0
町債 3 億 6,460 0 0.0

合　　計 11 億 5,623 8 億　376 69.5

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳　

出

総務費 1 億　122 6,787 67.1
事業費 3 億 3,831 1 億 9,378 57.3
公債費 7 億 1,664 7 億 1,656 99.9
予備費 6 0 0.0

合　　計 11 億 5,623 9 億 7,821 84.6

※歳入が歳出に対し不足する額は、一時借入金により対応

　しています。

●後期高齢者医療特別会計（単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳　
　
　

入

後期高齢者
医療保険料 2 億 1,571 2 億 1,571 100.0

使用料及び手数料 3 3 100.0 
繰入金 9,513 9,513 100.0 
繰越金 25 25 100.0 
諸収入 8 7 87.5

合　　計 3 億 1,120 3 億 1,119 99.9

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳　
　

出

総務費 286 218 76.2
後期高齢者医療
広域連合納付金 3 億　826 3 億　747 99.7

諸支出金 7 7 100.0
予備費 1 0 0.0

合　　計 3 億 1,120 3 億　972 98.6
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令和元年度 財政状況の公表について

●水道事業会計　　　　      （単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

収　
　
　

入

収益的収入計 7 億 3,218 7 億 3,754 100.7

 ①営業収益 5 億 4,388 5 億 4,965 101.1

 ②営業外収益 1 億 8,830 1 億 8,789 99.8

資本的収入計 3 億 7,345 3 億 7,345 100.0

 ①出資金 1,997 1,997 100.0

 ②国道補助金 4,840 4,840 100.0

 ③工事負担金 598 598 100.0

 ④企業債 2 億 9,910 2 億 9,910 100.0

総収入計 11 億　563 11 億 1,099 100.5

※資本的収支において収入が支出に対し不足する額は、前年度からの繰越金などで補てんしています。
　また、収益的収支においては、2,441 万円（税抜）の純利益を計上しています。
※収益的収入・支出とは、水道料金などの収入と、施設の維持管理などのための経費です。
※資本的収入・支出とは、水道施設整備をするための経費と財源です。

●北後志消防組合会計　   （単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳　
　
　

入

分担金及び負担金 12 億 4,810 12 億 4,810 100.0
使用料及び手数料 13 44 338.5
繰越金 2,974 2,974 100.0
諸収入 30 5,255 17516.7

合　　計 12 億 7,827 13 億 3,083 104.1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：万円・％）

区　　分 予算額 支出済額 執行率

支　
　
　
　

出

収益的支出計 7 億 1,993 6 億 9,077 95.9

 ①営業費用 6 億 1,202 5 億 8,530 95.6

 ②営業外費用 1 億　681 1 億　525 98.5

 ③特別損失 100 22 22.0

 ④予備費 10 0 0.0

資本的支出計 6 億 4,993 6 億 4,580 99.4

 ①建設改良費 3 億 2,969 3 億 2,557 98.8

   ②企業債償還金 3 億 1,895 3 億 1,895 100.0

 ③国道補助金返還金 　　　　129 　　　　128 　99.2

総支出計 13 億 6,986 13 億 3,657 97.6

●北後志衛生施設組合会計（単位：万円・％）

区　　分 予算額 収入済額 収入率

歳　
　
　

入

分担金及び負担金 1 億 6,672 1 億 6,672 100.0
使用料及び手数料 557 507 91.0
繰越金 889 889 100.0
諸収入 1 4 400.0

合　　計 1 億 8,119 1 億 8,072 99.7

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳　
　

出

議会費 38 30 78.9
総務費 3,909 3,741 95.7
衛生センター費 1 億 4,122 1 億 1,951 84.6
予備費 50 0 0.0

合　　計 1 億 8,119 1 億 5,722 86.8

●施設組合財産の状況
区　　分 土地（千㎡） 建物（千㎡）

行政財産 30 2
普通財産 1 　2　

組 合 会 計

企 業 会 計

区　　分 予算額 支出済額 執行率

歳　
　

出

議会費 49 40 81.6
総務費 1 億 1,939 1 億 1,744 98.4
消防費 10 億 3,783 9 億 9,814 96.2
公債費 1 億 2,013 1 億 2,013 100.0
予備費 43 0 0.0

合　　計 12 億 7,827 12 億 3,611 96.7

●消防組合財産の状況
区　　分 土地（千㎡） 建物（千㎡）
行政財産 2 7
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赤井川村公共交通バスについてのお知らせ

●北海道中央バス 赤井川村－余市町間の「日曜日・祝祭日」運休に伴い、赤井川村では地域住民の公共交通
を確保するため、代替交通として「赤井川村公共交通バス」を定時運行しておりましたが、令和 2年 7月 1日
より余市町民の方も利用できることとなりましたのでお知らせします。
●中央バス赤井川線の日曜日・祝日ダイヤ運休の代替交通として、赤井川村がバスを運行しております。
赤井川村によるバス運行の内容

「余市駅前」⇔「常盤」
「余市駅前」⇔「道の駅あかいがわ」

　日曜日・祝日のみ：２便ずつ運行

　問合せ　運行事業主体　：赤井川村　総務課　　　☎３４-６２１１
　　　　　運行受託事業者：（有）赤井川ハイヤー 　☎３４-６２５９
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※●は小学校５年生以上、その他は小学生以上が対象です。上記教室の参加には入館料はかかりません。

   

　上
映
案
内

３
Ｄ
シ
ア
タ
ー

　

①
宇
宙
記
念
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
番
組

「
２
０
４
１
年
、
宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
」

日　

時　

毎
日
１
時
間
に
１
回
上
映

　

②
イ
ベ
ン
ト
上
映

「
４
次
元
デ
ジ
タ
ル

　
　
　
　

宇
宙
シ
ア
タ
ー
（
ミ
タ
カ
）」

日　

時　

７
月
30
日

（木）

　
　
　
　

１
回
目:

午
前
11
時
05
分

　
　
　
　

２
回
目:

午
後
２
時
05
分

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

３
密
を
避
け
る
た
め
ク
ロ
ー
ズ
と
し
ま

す
。

★
天
体
観
望
会
は
接
触
を
避
け
る
た   

　

め
、
当
面
の
間
、
開
催
を
見
合
せ
ま

　

す
。

～７月の休館日～
６日（月）、１３日（月）、２０日（月）
２７日（月）

余市宇宙記念館は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、接触や３密（密閉、密集、密接）を避けるた
め、次の通り変更の上、一般観覧を開始の予定です。（展示及び教室内容等が変更になる場合があります。）
● 展示の一部がご利用できません
プラネタリウム、シャトル打上映像、ハッブルシアター、接触を伴うコーナーは当面の間休止いたします。
●開館時間の変更
消毒や換気のため、午前 9 時 30 分～午後 4 時（入館は午後 3 時まで）に変更します。
● 教室
 一部の教室が、中止になりました。
教室の参加には、氏名、住所、連絡先電話番号、年齢のご記入が必要です。

余市宇宙記念館からのお知らせ

※水ロケット教室、モデルロケット教室、化石教室、レゴロボット教室、自由研究教室、分光器教室、永久磁
石教室は中止となりました。

※申込みは各教室の１か月前から電話で受付します。

※上 の 記 事 の 詳 細 は（ ☎ 21-2200） で お 問 合

せ い た だ く か 余 市 宇 宙 記 念 館 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.spacedome.jp）をご覧ください

「
惑
星
探
査
と
人
工
衛
星
」
コ
ー
ナ
ー

を
開
設
。
１１
月
３０
日
ま
で
の
期
間
限
定

で
公
開
し
ま
す
！

◀ホームページをご覧
　いただけます。

　７月のおもしろ宇宙教室 各教室の開催日１か月前から受付開始

名　　　称 日　時・内　容 定員
● 電気自動車教室  ４日（土）電気自動車の仕組み等について学ぶ 15 人

宇宙開発教室③（全 7 回） ４日（土）国際宇宙ステーションについて学ぶ 15 人

● 航空機教室⑥～⑫
　 （全 16 回） 

 ⑥  ５日（日）　中型機、⑦ 11 日（土）大型機、⑧ 18 日（土）エンジン
 ⑨ 19 日（日）操縦系統、⑩ 23 日（木・祝）油圧系統、⑪ 24 日（金・祝）電気系統、
 ⑫ 25 日（土）空調系統

15 人

●気圧の教室  12 日（日）　実験を交えながら空気の性質について学ぶ 15 人

環境教室  12 日（日）　地球温暖化や PM2.5 等、地球環境について学ぶ 　15 人

四季の星座教室③　　　
　（全 10 回）  26 日（日）　太陽を中心に持つ、太陽系の天体について学ぶ　　　 　15 人

≪午前 11 時～  （60 分）≫　

≪午後 ２時～   （60 分）≫　

≪午後 ２時～　（60 分）≫　

≪午前 11 時～（60 分）≫　

≪午後 ２時～   （60 分）≫　

≪午後 ２時～   （60 分）≫　

　問合せ　青少年対策室　　　☎２３-５７４５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　    青少年の相談　　 （☎２３-５７４５）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こどもの悩み相談（☎２３-７７２２） 悩みごとは早めにご相談を！

　「社会を明るくする運動」は犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くことを趣旨として例年7
月を強化月間として実施されてきました。
　今年も本運動が７月１日（水）～７月３１日（金）の１ケ月間、全国一斉に啓発活動が行われます。
　しかし、新型コロナウィルス感染症をめぐる状況を踏まえ、今年度はポスター掲示などの広報活動を中心に
実施し、住民集会などの接触型の広報活動は取りやめることになりました。そのため、黒川地区・大川地区・
沢町地区で開催されてきました地域ごとの｢ミニ集会｣も中止となります。
　本運動に毎年ご協力いただいております皆まさにおかれましては、ご理解お願いします。

第 70 回「社会を明るくする運動」　余市町住民集会・ミニ集会中止のお知らせ
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

　

高
血
糖
は

　
　
　
　

な
ぜ
怖
い
？

❶
高
血
糖
が
続
く
と
糖
尿
病
へ

　

食
事
で
栄
養
を
と
る
と
血
液
中

に
ブ
ド
ウ
糖
（
血
糖
）
が
増
え
ま

す
。
血
糖
は
、
身
体
を
動
か
す
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
で
、
全
身
の
細
胞
で

使
わ
れ
ま
す
。
血
糖
が
な
ん
ら
か

の
原
因
で
細
胞
に
取
り
込
ま
れ
な

く
な
る
と
、
血
液
中
に
あ
ふ
れ
ま

す
。
こ
れ
が
高
血
糖
で
す
。
こ
の

高
血
糖
の
状
態
が
基
準
値
を
超
え

て
続
い
て
い
る
の
が
糖
尿
病
で

す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
が

感
染
防
止
の
3
つ
の
基
本
で
あ
る
①

身
体
的
距
離
の
確
保
、
②
マ
ス
ク
の

着
用
、③
手
洗
い
や
、「
3
密
（
密
集
、

密
接
、
密
閉
）」
を
避
け
る
等
の
対

策
を
取
り
入
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
新

し
い
生
活
様
式
」
を
実
践
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
新
し
い
生
活
様
式
に

お
け
る
熱
中
症
予
防
行
動
の
ポ
イ
ン

ト
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
例
年
よ

り
も
い
っ
そ
う
熱
中
症
に
注
意
し
て

生
活
し
ま
し
ょ
う
。

　

①
暑
さ
を
避
け
ま
し
ょ
う

　

熱
中
症
予
防
の
た
め
に
は
、
エ
ア

コ
ン
の
活
用
が
有
効
で
す
。
感
染
症

予
防
の
た
め
に
、
換
気
扇
や
窓
を
解

放
し
て
換
気
を
し
な
が
ら
エ
ア
コ
ン

を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。
換
気
を
す
る

と
、
部
屋
の
温
度
は
高
く
な
り
や
す

い
た
め
、
エ
ア
コ
ン
の
温
度
調
整
を

適
宜
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、

涼
し
い
服
装
に
し
た
り
、
暑
い
時
間

帯
に
は
活
動
を
ひ
か
え
る
な
ど
、
工

夫
を
し
ま
し
ょ
う
。

②
適
宜
マ
ス
ク
を
は
ず
し
ま
し
ょ
う

　

マ
ス
ク
は
飛
沫
拡
散
予
防
に
有
効

❷
あ
な
た
の
将
来
を
お
び
や
か
す

糖
尿
病
の
合
併
症

　

高
血
糖
を
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お

く
と
、
動
脈
硬
化
が
進
行
し
、
全

身
の
血
管
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
全
身
の
神
経
も
傷
つ

き
ま
す
。
高
血
糖
か
ど
う
か
を
知

る
た
め
に
、
ぜ
ひ
健
診
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

で
、「
新
し
い
生
活
様
式
」
で
も
一

人
ひ
と
り
の
基
本
的
な
感
染
対
策
と

し
て
の
マ
ス
ク
着
用
が
推
奨
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
高
温
・
多
湿
で

の
マ
ス
ク
着
用
は
、
熱
中
症
の
リ
ス

ク
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
屋
外
で
人
と
十
分
な
距
離
（
少

な
く
と
も
2
ｍ
以
上
）
が
確
保
で
き

る
場
合
に
は
、
マ
ス
ク
を
は
ず
し
ま

し
ょ
う
。

　

マ
ス
ク
着
用
時
は
、
そ
う
で
な
い

と
き
と
比
較
し
、心
拍
数
や
呼
吸
数
、

血
中
二
酸
化
炭
素
濃
度
、
体
感
温
度

が
上
昇
す
る
な
ど
、
身
体
に
負
担
が

か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ス

ク
を
着
用
し
て
い
る
と
き
は
、
負
荷

の
か
か
る
作
業
や
運
動
を
避
け
、
周

囲
の
人
と
の
距
離
を
十
分
に
保
っ
た

上
で
、
適
宜
マ
ス
ク
を
は
ず
し
て
休

憩
し
ま
し
ょ
う
。

③
こ
ま
め
に
水
分
補
給
し
ま
し
ょ
う

　

の
ど
が
渇
い
て
い
な
く
て
も
、
こ

ま
め
に
水
分
補
給
し
ま
し
ょ
う
。1

日
あ
た
り
1.5L
～
2L
を
目
安
に
補
給
し

て
く
だ
さ
い
。
大
量
に
汗
を
か
い
た

場
合
は
、
塩
分
も
忘
れ
ず
に
摂
取
し

て
く
だ
さ
い
。

④
日
頃
か
ら
健
康
管
理
し
ま
し
ょ
う

　

日
頃
か
ら
、
毎
朝
定
時
の
体
温
測

定
、健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
健
康
管
理
は
、
熱
中
症
予

防
に
も
有
効
で
す
。
平
熱
を
把
握
し

て
い
る
こ
と
は
、
発
熱
に
気
づ
く
こ

 

　「
新
し
い
生
活
様
式
」
に

お
け
る
熱
中
症
予
防
行
動
の

ポ
イ
ン
ト

このまま高血糖を放っておくと

←
   太い血管に生じる病気

●心臓病

●脳卒中

●閉塞性動脈硬化症　など

   細い血管に生じる病気

【糖尿病三大合併症】

●糖尿病性網膜症…失明の危険

●糖尿病性腎症…腎不全の危険

●糖尿病性神経障害…

　足のしびれや壊疽などの危険

❸
高
血
糖
の
改
善
の
た
め
に

　

糖
尿
病
を
防
ぐ
た
め
に
、
高
血
糖

や
血
糖
値
の
急
な
上
昇
を
防
ぎ
ま

し
ょ
う
。
血
糖
値
の
急
な
上
昇
は
、

動
脈
硬
化
の
進
行
を
早
め
ま
す
。
食

事
の
と
り
方
等
、
町
栄
養
士
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◆
食
事
は
野
菜
か
ら
食
べ
る

◆
炭
水
化
物
の
と
り
す
ぎ
に
注
意

◆
お
や
つ
な
ど
間
食
は
控
え
る

◆
朝
食
は
抜
か
ず
1
日
3
食
規
則
正

　

し
く

「新しい生活様式」における熱中症予防

行動のポイント

①暑さを避けましょう

②適宜マスクをはずしましょう

③こまめに水分補給しましょう

④日頃から健康管理をしましょう

⑤暑さに備えた身体づくりをしましょう

と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
体

調
が
悪
い
と
感
じ
た
と
き
は
、
無
理

せ
ず
自
宅
で
静
養
し
て
く
だ
さ
い
。

⑤
暑
さ
に
備
え
た
身
体
づ
く
り
を
し

ま
し
ょ
う

　

暑
く
な
り
始
め
の
時
期
か
ら
、
適

度
に
運
動
し
、
身
体
づ
く
り
を
意
識

し
て
く
だ
さ
い
。「
や
や
暑
い
環
境
」

で
「
や
や
き
つ
い
」
と
感
じ
る
強
度

で
毎
日
30
分
程
度
行
う
の
が
理
想
的

で
す
。
水
分
補
給
は
忘
れ
ず
に
、
無

理
の
な
い
範
囲
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

　

高
血
糖←

慢性的に、
あるレベル
以上に高い

 高血糖＝糖尿病
ではありません。

糖
尿
病
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その他の生活情報　　

健康と暮らしの情報（７月）

子育て情報

健康づくり情報

休日当番医

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

心 の 健 康 相 談
  20 日（月）

（日程変更の可能性有）
14：00 ～ 16：00 倶知安保健所

３日前までに申込が必要
（申込先）倶知安保健所

☎ 0136-23-1957

認知症の介護相談 20 日（月） 13：30 ～ 15：00   福祉センター入舟分館  ご自由にご相談ください。

健 康 相 談 29 日（水） 9：00 ～ 15：00   余市町役場  22 日（水）までに申込みが 
 必要です。

   休日当番医は変更になることがありますので、
   確認してから受診してください。

当　番　日 医　療　機　関　名 電 話 番 号

7月5日（日） 北郷耳鼻咽喉科医院 23-5533

12日（日） 勝田内科皮フ科クリニック 22-3843

19日（日） 中島内科 22-3866

23日（木） 勤医協余市診療所 22-2861

24日（金） 田中内科医院 22-6125

　   26日（日） 小嶋内科    22-2245

8月2日（日） 林病院 22-5188

※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、事業が延期・中止となる場合があります。最新の情報は
ホームページ等でご確認ください。なお、ご不明な点につきましては、問合せ先までご連絡ください。

　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１-２１２２

す く す く 教 室
（ 離 乳 食 教 室 ）

Ｒ元年 10 月～
　Ｒ 2 年 1 月生まれ
※申込が必要です。

　１日（水）

　10：30 ～ 12：00
※申込状況によっては
午前と午後に分けて開
催する場合もございま
す。

キッズルーム「あっぷる」
　（申込）
　　子育て・健康推進課
　　栄養指導グループ
　　　　☎ 21-2122

１年６か月児健診 Ｈ３０年１２月生まれ １６日（木）
受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター入舟分館

１ ０ か 月 児 健 診 Ｒ元年９月生まれ ２１日（火）

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 22 日（ 水 ） ま で
に 申 込 み が 必 要 で
す。　

２９日（水）9：00 ～ 15：00
余市町役場
※会場まで来られない
方はご相談ください

４ か 月 児 健 診 Ｒ２年３月生まれ ３０日（木）受付 12：00 ～ 12：20 福祉センター入舟分館

事　業　名 実　施　日 時　　　間 会　　　場 備　　　考

心 配 ご と 相 談 ８日（水）、２２日（水） 13:00 ～ 16:00

福祉センター入舟分館

（問合せ）
余市町社会福祉協議会

☎２２―３１５６
※法律相談は事前
　申込み必要

育児・子育て相談 １７日（金） 13:00 ～ 16:00

無 料 法 律 相 談
（ 予 約 制 ）

１０日（金） 13:30 ～ 14:30

１５日（水） 13:00 ～ 16:00 中央公民館 203 号室
※事前申込み必要
　役場総務課
　☎２１―２１１１

２１日（火） 15:00 ～ 17:00 余市商工会議所
※事前申込み必要
　余市商工会議所
　☎２３―２１１６

※ 福祉センター、入舟分館（入舟町）、中央公民館（大川町４丁目）、 倶知安保健所余市支所（朝日町）
　 余市商工会議所（黒川町３丁目）
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　今年も町内の登町10遺跡の発掘調査が行われてい
ます。倶知安方面へ向かう高規格道路の工事にとも
なった発掘調査です。
　「余市町の先史時代遺跡　大正十四年十月記」とし
て、河野常吉さんによって遺された記録には、以前こ
のコーナーで紹介した天内山（こんな話その30）と
ともに町内の遺跡のことが書かれていて、登町10遺
跡周辺の踏査にもふれています。
「…登川を渡り更に南西に丘陵の麓に沿ひ凡そ一里
（約４キロ）も行けば、モンガクと云ふ丘陵があっ
て、其処の細流の岸に石器、土器がある。モンガクよ
り一丘陵を越ると、其処に小谿があって、其水源は泉
を成して居る。其南の斜面から、石鏃、石斧、石庖
丁、石冠等を出したと云ふ。」
　登川左岸の八幡山やモンガク地区、仁木町モンガク
へ連なる丘陵は、「細流」や「小谿」があって大昔か
ら人間が生活の場とするのに適した場所だったようで
す。
　河野常吉さんは、幕末に長野県松本市に河野家の次
男として生まれ、長野県師範学校松本支校を卒業後、
上京して慶應義塾（現・慶應義塾大学）で学んだ後、
鉱山の分析主任や長野県庁、気象台勤務などを経て 
明治27（1894）年に渡道、北海道庁嘱託となりま
す。
　前出の天内山は、河野常吉さんにより明治34年に
見取図が書かれ、大正7(1918)年に「余市の城址」と
して『北海道史』附図に報告されました。河野さん
は、この「城址」をアイヌ民族が使用していたチャシ
(アイヌ語で砦、柵、柵囲いといった意味)と考えまし
た。北海道内各地のチャシを調査した後の明治39年
に「チャシ即ち蝦夷の砦」を『札幌博物学会々報』第
一号に発表し、この分野の研究の基礎をつくりまし
た。
　天内山を踏査した同じ年の報告で、河野さんは「余市
川畔竪穴」のことも記しています。竪穴とは遺跡から発
見される地面に穴をくり抜いた住居のことで、「（天内山）

「チャシ」の南方数町（１町は約110ｍ）山田村余市川の
岸の平地に、昔時、数多の竪穴あり。今日は皆開墾せられ
て、苹果園其他畑となりて埋没し、僅に数個の痕跡を認
め得るに過ぎず。開拓者の談によれば、竪穴の形は方形
または円形にして、其径三間より六間に至り、最も大なる
ものは約十間もありしと云ふ。深さは二三尺より五尺に
至ると云ふ。」とあります。
　「余市川の岸の平地」が、どの辺りを指しているのかは
不明ですが、苹果園（リンゴ園）や畑とするために開墾し
てその多くが失われてしまったとあるので、山田町のあ
たり、余市川のかつての川筋には大きな遺跡があったよ
うです（１間は約1.8ｍ）。
　河野さんが積極的に道内をめぐった、明治末から大正
時代は広い地域で開墾が進んで遺跡が壊されていった
時代でもありました。その保存を強く主張した河野さん
が上申した明治44年の「チャシコツ保存に関する建議」
が議決されたことは、北海道の文化財保存にとって記念
すべきできごとでした。
　100年ちかく前に、町内の遺跡を丹念に踏査された
河野さんの業績は後世に受け継がれました。大谷地貝
塚が国指定史跡となり、西崎山環状列石（河野報告では

「畚部の環状石籬」）が守られて今も人々が集まってい
ます。

☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁
　余市町の埋もれた歴史等を紹介し、改めて余市町を再認識するコーナーです。

～ そ の191  ～ 『 河 野 常 吉 さ ん が 見 た 余 市 町 の 遺 跡 』

▲ 図　余市町天内山チャシ・大谷地貝塚の位置
（「河野常吉ノート　考古編１」P190）
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= 募集・お知らせ =
■水バケツを用意し、遊び終わった花

火は必ず水につける。

　また、子供の火遊びによる火災は、
大人がいない時や人目につきにくい場
所で発生することが多いため、発見が
遅れ、初期消火が困難になり、火災が
大きくなることがあります。
　親や周りの大人が、次の点に注意を
払いながら、子供に対して火の恐ろし
さや防火の知識について、年齢に応じ
た教育を行いましょう。
 火遊びをしているのを見かけたら注
意する
■子供だけでは火を取扱わせない
■子供だけを残して外出しない
■火災の恐ろしさ、火の取扱いについ
　て教える
■マッチやライターを子供の手の届く
　ところに置かない

○油漏れの事故について
　近年、余市町内において、ご家庭や
事業所等に設置されているホームタン
クから灯油等の油漏れ事故の発生件数
が増加傾向にあります。
　灯油等の油漏れ事故は、火災発生の
危険性があることはもちろん、河川な
どに流出すると水質・環境汚染や、海
産・農作物の被害などを引き起こす可
能性があります。事故防止のため、定
期的に点検を行いましょう。
◆家の周りで、油の臭いがしないか確
　認しましょう。
◆ホームタンクが転倒しないよう、固
　定状況を確認しましょう。
◆配管やゴムホースなどに腐食や亀裂
　がないか確認しましょう。
◆油の使用量以上に燃料ゲージの減り
　は早くないか、もしくは急に給油量
　が増えていないか確認しましょう。
　灯油等の油漏れに気づいた場合は早
急に１１９番通報してください。

○住宅用火災警報器の維持・管理につ
いて！
　定期的に作動確認をしても音が鳴ら
ない場合は電池切れか機器本体の故障
ですので取扱説明書をご覧下さい。
　ホコリなどが付くと感知しづらくな
ります。一年に一回程度よく絞った布
で汚れを拭き取ってください。

問合せ  余市消防署 ☎２３- ３７１１

りんごの花  押し花サークル
日　時　７月１５日（水）
　　　　午前９時３０分～１２時
講　師　村山洋子先生
申込み・問合せ・会場
　　　　農村活性化センター
☎２３- ５５６８   FAX ２３- ２１８９

りんごの花押し花サークル

ジャムやシロップにするとおいしい
カーランツの収穫体験に参加してみま
せんか？レシピもあります
日　　時　７月１８日（土）
　　　　　午後１時３０分～午後３時
　　　　　　※雨天でも開催します。
募集人数　２０名
受付期間　７月６日 (月 )から
　　　　　　　　　　　　８日 (水 )
　　　　　午前９時～１２時まで
持 ち 物　収穫用の袋
会　　場　農村活性化センター
申込み・問合せ
　　　　農村活性化センター
☎２３- ５５６８   FAX ２３- ２１８９

カーランツの収穫体験

余市消防署からの
お知らせ

　　花火・火遊びによる火災の防止
　夏の風物詩『花火』を楽しい夏の思い
出とするためにも、次のことに十分注意
しましょう。
■気象条件を考え、風の強いときは花火
　をしない
■燃えやすいものがなく、広くて安全な
　場所を選ぶ
■子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ
■説明書をよく読み、注意事項を必ず守
　る
　

海上保安大学校
海上保安学校学生募集

　海上保安庁では、令和３年４月期採
用の学生を募集します。
募集内容
　①海上保安大学校 ②海上保安学校
申込受付期間
　インターネット受付 
　　①８月27 日（木）～９月７日（月）
　　②７月21 日（火）～７月30 日（木）
　郵送・持参受付
　　①８月27 日（木）・８月28 日（金）
　　②７月21 日（火）・７月22 日（水）
　試験
　　①10 月31 日（土）・11 月１日（日）
　　②９月27 日（日）
受験資格・申込み方法等
　海上保安庁ホームページをご覧くだ
さい。(http://www.kaiho.mlit.go.jp/
ope/saiyou/bosyu.html)
申込み・問合せ
　小樽海上保安部 管理課
  （☎０１３４-２７-６１１８）

余市紅志高校からの
お知らせ

　平成２５年度より「学校開放講座」
を開講しています。
　今年度１回目の講座は秋野菜栽培体
験」です。ハクサイの栽培を播種から
収穫までを３回にわたって行います。
興味や関心のある方の参加をお待ちし
ています。
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= 募集・お知らせ =

沢町児童館（☎２３－５６７３）
風船バレーの会
７月 ４日(土)午後１時３０分～

七夕飾り作りの会
７月１８日(土)
　　　　　　午後１時３０分～
※7月14日(火)までに申込みが必
　要です。

児童館行事案内

キッズルーム「あっぷる」
　　　　 （☎４８－８８５０）
子育て中の親子が気軽に集える場
所として開放しています。
対象者
　　概ね３歳までの児童と保護者
日時　毎週月～金曜日
　　午前９時３０分～午後４時
　※７月１日（水）と
　　７月３１日（金）はお休み

　新型コロナウイルス感染症対策の
ため、あっぷるをご利用される方は、
次の事項にご理解いただきますようお
願いします。
・密集、密接を避けるため、ご利用さ
れる前に電話で利用状況の確認をお願
いします。（人数制限により、ご利用
できない場合もあります。ご了承くだ
さい。）
・発熱、咳、下痢など風邪の症状があ
る場合は、家族での健康観察をお願い
します。
・マスクの着用をお願いします。
・今まで自由参加だったわくわくタイ
ムですが、密集、密接を避けるため、
予約制にさせていただきます。

つどいの広場

日　時　
　①７月２５日（土）　
　　　午前９時３０分～１１時
　②８月８日（土）　
　　　午前９時３０分～１０時３０分
　③１０月３日（土）　
　　　午前９時３０分～１１時
場　所　余市紅志高校 農場
定　員　１０名程度（親子での参加も
可能ですが１組として体験していただ
きます）
参加費　１，０００円

　２回目は「ブルーベリー収穫とジャ
ム製造体験」です。本校果実園のブルー
ベリーを収穫し、ジャムを製造します。
興味や関心のある方、親子での参加も
お待ちしています。

日　時　８月１日（土）　
　　　　午前９時３０分～１２時
場　所　余市紅志高校 
　　　　農場・食品演習室
定　員　８名程度（親子での参加も可
能ですが 1組として体験していただき
ます）
参加費　１，０００円
持ち物　三角巾、エプロン

　保育所見学を行います。
日　時　７月１４日（火）
　　　　午前９時～11時
場　所
①大川保育所（大川町12丁目３）
　　　　　（☎２３-６０１５）
②中央保育所（美園町43番地36）
　　　　　（☎２３-２１５９）
③ほうりゅうじ保育園（沢町５丁目80）
　　　　　（☎２２ｰ２４０１）
※見学希望の方は、７月１０日（金）
までに各保育所（園）までに連絡して
ください。
問合せ　子育て・健康推進課 　　
 　　　　　　子育て推進グループ
　　　　　（☎２１-２１２２）

　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者
等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。

　法務大臣メッセージは、YouTube 法務省チャンネル
                 https://youtu.be/RYS00qCxo-0　　をご覧ください。
　
　法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な
差別、偏見、いじめ等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まず、相談してください。

※両講座とも新型コロナウイルス感染
症対策としてマスクの着用と手指の消
毒にご協力願います。

申込み・問合せ　７月 17 日（金）
　　　　午後４時 45 分まで
　余市紅志高校
　　（山本 : ☎ 23 ｰ３１９１）

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ

黒川児童館（☎２３－４３３８）
うちわ作りの会
７月１９日(日)午後１時３０分～

今月のわくわくタイム
「親子で制作」
　手形でうちわ作り
～手作アートでうちわを作りま
しょう～

日時　７月１５日（水）
　　　午前１０時～１２時
定員　７世帯
受付　７月２日（木）から
申込　キッズルームあっぷる
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予
約
を
お
す

す
め
し
ま
す
。
本
が
返
却
さ
れ
次
第
、
ご
連
絡
し
ま

す
。
ま
た
、
貸
出
中
の
本
は
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
予
約
で
き

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
も
お
受
け
し
ま

す
の
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

＊
展
示
ケ
ー
ス
で
は
、「
か
わ
い
い
ア
イ
ヌ
文
様

集
め
ま
し
た
！
」
と
題
し
て
、
ア
イ
ヌ
文
様
を
施

し
た
花
矢
や
前
掛
け
な
ど
、
余
市
水
産
博
物
館
か

ら
借
用
し
た
資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

今
月
の
休
館
日 

毎
週
月
曜
日

　

7
月
31
日(

金)

は
図
書
整
理
日
。

問 合 せ　図書館   （☎22―6141）
　　　　　　　　（ＦＡＸ23―7660）
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/

開館時間　午前10時～午後６時30分

 

寿
大
学
　
今
月
の
学
習

☆
７
月
10
日(

金)

午
後
１
時
30
分
～　

３
０
１
号
室

●
「
開
講
式
」
・
「
学
生
自
治
会
総
会
」

　

今
年
度
の
学
習
講
座
・
サ
ー
ク
ル
活
動
・
自
治
会
活
動
に
つ

い
て
の
理
解
を
深
め
る
講
座
で
す
。

寿
大
学
・
女
性
学
級
の
み
な
さ
ん
へ

 

女
性
学
級
　
今
月
の
学
習

☆
７
月
６
日(

月)

午
後
１
時
30
分
～　

３
０
１
号
室

●
「
開
講
式
」
・
「
歴
史
探
訪
講
座
」

　

開
講
式
終
了
後
は
、
第
１
回
学
習
講
座
と
し
て
水
産
博
物
館

学
芸
員
に
よ
る
「
歴
史
探
訪
講
座
」
を
開
催
し
ま
す

　今年も小学校４年生から中学校１年生までの１０名

が入団し、北海ソーラン太鼓少年団の活動が始まりま

した。団員は、歴史と伝統のある北海ソーラン太鼓の

技術を習得し演奏できるようになるため、月３回の

ペースで中央公民館での練習に励んでいます。そして、

その成果を文化発表会などの各種イベントで披露し、

たくさんの拍手をいただいています。

　今年も仲間と心を合わせた迫力ある和太鼓の演奏を

お聴きください。

心を合わせて太鼓の練習を！
　　～北海ソーラン太鼓少年団練習開始～

気軽に学べる文化教室　
　～「英会話」と「書」にチャレンジ～

▲ 和太鼓の練習風景～全身を使って～

　生涯学習の良い機会として定着している公民

館文化教室は、前期・後期の２回に分けて開設

しています。

　今年度の前期文化教室は、６月から「大人の

英会話教室」（９名登録・４回実施）と「書の

楽しみ方教室」（９名登録・４回実施）が始ま

り、楽しく学習に励んでいます。なお、開運巡

りウォーキングは７月２日（木）に実施する予

定です。

  ▲ 外国語指導助手が英語で
伝え合う楽しさ！

▲ 山﨑正義先生が書の作品
作りの楽しさを！

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
状
況
に
合
わ
せ
て
中
止
又
は

変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

今
年
度
の
学
習
講
座
が
始
ま
り
ま
す

　
　

～
喜
び
と
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
を
～

【寿大学　学習講座】
第２回　８月６日(木)「福祉講話」
第３回　９月10日(木)「交通安全・防犯講話」
第４回　10月19日(月)「健康歌声教室」
第５回　11月19日(木)「身近な行政講話」
第６回　12月17日(木)「歴史探訪講座」
第７回　１月14日(木)「健康づくり講話」
第８回　２月４日(木)「サークル活動発表会」
第９回　３月11日(木)「閉講式・自治会お別れ会」

【女性学級　学習講座】
第２回　８月17日(月)「楽しいコーラス」
第３回　９月７日(月)「すてきな折り紙」
第４回　10月５日(月)「フォークソングライブ＆トーク」
第５回　10月26日(月)「やさしい手話」
第６回　12月16日(水)「交通安全・防犯講話」
第７回　１月18日(月)「書に親しむ」
第８回　２月８日(月)「福祉講話」
第９回　３月15日(月)「一年間の振り返り・閉講式」

生 涯 学 習 だ よ り 　 問合せ　教育委員会社会教育課
　　　　☎２３―５００１
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ご寄附に感謝

●新型コロナウイルス感染症対策として
・伊藤　健治・伊藤　久美子　　　　　　　　　

一金　　３０，０００円

よ い ち の 人 口
 令和２年５月３１日現在

　　人　口　18,361 人　     （－ 29）
　　男　性 　   8,543 人　     （－ 17）
　　女　性　    9,818 人　   （－ 12）
　　世帯数　   9,813 世帯    （－　6）

転 入   22 人
転 出   32 人
出 生　  2 人
死 亡　21 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　平成２７年国勢調査（確定値）
　人　口　19,607 人　世帯数　8,769 世帯　

●新型コロナウイルス感染症対策として
・中村建設株式会社
　　　　　　　　　　　　マスク　１0，０００枚

●新型コロナウイルス感染症対策として
・高橋配管設備株式会社

　　　　　消毒液１，０００ℓ、噴霧器９台
　　　　　　　　　　　　　　　　ポリタンク９個
●小中学校消毒作業用消耗品として
・株式会社草別組
　　　　　　　　　　　　　アルコール除菌ジェル
　　　　　　　　　　　　(１００，０００円相当）

　【税務課からのお知らせ】

夜間集合徴収所をご利用ください！

納期限を過ぎても納付の確認ができない方には納期限
の翌月に督促状が送付され、督促手数料100円が加算
されます。その後も納付や連絡がないまま放置されま
すと、税の公平性を確保するために、法律（地方税法
等）に基づき滞納処分（預金、給与、不動産等の差
押）となる場合があります。

納付書を持参して金融機関やコンビニエンスストア等
で納付いただくほかに、ご指定の預貯金口座から自動
的に納付できる口座振替、パソコンやスマートフォン
から納付が可能なインターネットからのクレジット納
付をご利用いただけます。詳しくは、納税通知書裏
面、納税通知書に同封しているリーフレットまたは町
ホームページにてご確認願います。

納税にお困りの方は一人で悩まずに、すぐに税務課納
税グループにご相談ください。
※徴収猶予（特例制度）について
新型コロナウイルス感染症の影響により、①令和2年
2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前
年同期に比べて概ね20％以上減少しており、②一時
に納税を行うことが困難である場合は、申請に基づ
き、納期限の翌日から最長１年間、無担保かつ延滞金
なしで町税の徴収猶予を受けることができます。
制度の詳細や申請方法等については町ホームページを
ご覧いただくか、税務課納税グループにお問い合わせ
ください。

納期限を過ぎると

固定資産税　　　２期 ７月２７日（月）

納期限～今月の税～

７月２７日（月）１７：３０～１９：００

・役場１階　税務課窓口　
・福祉センター本館（富沢町）
※納付書をご持参ください。
　納税相談も実施しています。

納め忘れを防ぐには

納税にお困りの方へ

国民健康保険税　１期

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１－２１１６

●新型コロナウイルス感染症対策として
・余市協会病院　　　　　　　　

手作り布マスク７０枚
●新型コロナウイルス感染症対策として
・余市建設業協会　　　　　　　　
　マスク１０，０００枚、薬用ハンドソープ１００ℓ

申込み・問合せ　地域協働推進課　☎２１-２１４２

国勢調査の調査員が不足しています

　国勢調査は日本国内に住むすべての人と世帯を対象とし
た調査です。本町では１２０人の調査員の方々のご協力が

必要となりますが、現在、調査員が不足しています。主な
業務は担当調査区の世帯に調査票の配布と回収を行う業務
です。調査を始める前に業務説明会を開きますので、未経
験の方も安心して調査員として働くことができます。興味
のある方は町ホームページをご覧になるか、電話でご相談
ください！
応募資格　２０歳以上で警察、選挙に直接関係のない方
報　　酬　４０～７０世帯の訪問で
　　　　　約４０,０００円
期　　間　８月下旬から
　　　　　１０月下旬まで


